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 琵琶湖開発総合管理所が維持管理すべき施設は広範囲に多数設置されており，施設の維持管

理，用地管理を目的とした巡視で確認される異常は年間で300件を超える．経過観察も含めると

1000件を超えるため，現状の把握が非常に困難であった．このため，既存の施設維持管理デー

タベース（GIS）と連携し，異常情報が地図上でわかりやすく表示され，経過観察･処置済み等

の情報も確認･編集が可能となる巡視支援システムを開発し，2018年度より運用を始めた． 
本稿は，タブレット端末で実施する巡視内容及び，施設維持管理データベースでの異常情報

の管理方法について報告するものである． 
 

キーワード 維持管理，データベース（GIS），効率化，ICT，タブレット 

 
 
1.  はじめに 
 
 琵琶湖総合開発事業の一環として治水･利水･環境保全

を中心とした琵琶湖開発事業を行い，琵琶湖開発総合管

理所（以下「琵琶湖総管」という．）では，事業で整備

した琵琶湖開発施設の操作や維持･修繕等の業務を行っ

ている．琵琶湖開発施設は図-1に示すとおり，湖岸堤･

管理用道路50.4kmや水門･樋門等158箇所が琵琶湖沿岸に

点在している． 

 

 

2.  巡視業務における課題 

 

 琵琶湖総管では，施設異常等の発見を目的とした巡視

を職員のみでなく，外注による巡視業務を実施している．

主に車両で湖岸堤･管理用道路を移動し水門等施設で目

視確認を実施する車両巡視を200回/年程度，湖岸堤･管

理用道路も含む全区間を徒歩による目視確認で実施する

徒歩巡視を年間2回実施している．これら巡視により確

認される施設異常や不法投棄等は毎年300件以上になり，

1件ごとに状況写真，位置情報，異常内容，措置状況

（処理済み･経過観察）等の情報を記録･整理･活用する

ことに，これまで多大な時間と労力を要していた． 

 

(1) 位置情報の把握 

 水門･樋門等で異常が確認された場合は，施設名で場

所を把握することは可能だが，湖岸堤･管理用道路で頻

繁に確認される不法投棄は測点番号（例：No.14+20m付 
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近）を位置情報として記入しており，測点番号だけでは

即座に場所を特定することは難しい．このため，現地確

認をするには，まず，測点番号と図面からおよその位置

を特定する作業が必要となる．また，確認された異常を

地図データ上にプロットしているが，そのプロットされ

た異常の詳細を確認しようとすると，別データから該当

するデータを探す必要があり，異常データの面的な把握

が煩雑となっていた． 

 

(2) 異常データの一元管理 

表計算ソフトにおいて，状況写真が添付された図-2の

ような写真帳データでは，不法投棄等の特定の分類で異

常を抽出することが難しく，検索用に表-1に示す一覧表

が別に必要となる． 

例えば，草津地区で確認された不法投棄を整理しよう

とすると，検索用表データにて「草津地区」，「不法投

棄」の異常を抽出することとなる．しかし，抽出された

異常の状況写真を確認しようとすると，抽出データの日

付より該当する写真帳から探さなければならない．テー

マを持って異常データを整理するには，写真の整理に多

くの時間を要することとなっていた． 

さらに，各管理所職員，受注者等の巡視者の違いによ

る巡視結果のとりまとめ様式が異なり巡視データの連

携･共有に問題が生じていた． 

 

(3) 巡視支援システムの開発 

これらの課題を解決するためには，状況写真等各種異

常情報を関連付けたデータとしてデータベースで管理す

る必要があり，巡視完了後には速やかに情報共有するこ

とが望まれる．また，位置情報の把握についてはGPSの

利用が考えられた．このため，従来はデジタルカメラと

巡視記録簿で実施していた巡視を，タブレットを用いて

写真及び内容（施設の損傷，不法投棄，不法占用等）の

記録を行い，データベースへ登録することで，事務所の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全職員が異常情報の閲覧･共有を迅速かつ容易にできる

巡視支援システムを2017年度に開発した． 

 

 

3.  既存データベースシステムとの連携 
 
琵琶湖総管では，各施設のデータ閲覧のためのデータベ

ースとして，既にGISを利用した施設維持管理データベース

が整備されている．これは地図上に管理施設が表示される

仕組みとなっており，巡視で確認した異常を表示すること

にも適している． 

このデータベースでは地図から施設を検索したり，施設

別の名称から検索したりすることが可能で，施設諸元，施

設写真，施設図面，点検情報，関連する工事･業務の電子成

果品等の閲覧を可能としている（図-3）． 

また，事務所内での情報共有を目的としたデータベース

のためアクアネット（社内ネットワーク）に接続されてお

り，全職員が個人のPCよりブラウザソフトで閲覧可能とな

っている．巡視記録についても全職員が閲覧できる必要が

あり，各出先管理所の担当者については各異常の処置状況

を編集する必要がある． 

このため，施設維持管理データベースをタブレットで実

施した巡視データの登録･閲覧が可能となるよう改造するこ

ととした． 

 

 

4.  巡視支援システムの概要 

 

本システムが対象とする車両巡視，徒歩巡視及び結果

の閲覧方法について概要を述べる．なお，巡視に用いる

タブレットは撮影箇所の位置情報が必要となることから

GPS機能付きとした． 

 

(1) 車両巡視 

a） 定点写真ガイダンス機能 

車両巡視は巡視車両にて湖岸堤･管理用道路を走行し，

水門･樋門等の各施設の定点写真を撮影しながら，異常

の有無を確認する巡視である．巡視する施設が多いため，

湖北湖西ルートA･B,湖南ルートA･Bの4ルートを水曜日

を除く平日に巡視することで全ての施設巡視が完了する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 異常一覧 
巡視

方法
巡視日 地区名 市町名 分類 内 容

車両 H30.4.16 草津地区 草津市 十二川樋門 前浜 ゴミ･投棄 家具放置

車両 H30.4.19
近江八幡

地区
近江八幡市

新畑第一樋管より南

100m付近
前浜 ゴミ･投棄 ごみ袋放置

車両 H30.4.23 守山地区 草津市 赤野井排水機場 機器 １号主ポンプ盤  「空気槽圧力低下」ランプ切れ

車両 H30.4.23 草津地区 草津市 新浜第２樋門 前浜 ゴミ･投棄 ベニヤ板放置

車両 H30.4.23 草津地区 草津市 山田第２樋門左岸側 前浜 ゴミ･投棄 ネット放置

施設名又は場所

工　種 車両

番　号 1

年月日 2018/4/16

管　内 湖南管理所

地区名 草津地区

施設名 十二川樋門前浜

測　点

分　類 ゴミ・投棄

状　況 家具放置

報　告  

余   白

図-2 写真帳 

図-3 施設維持管理データベース閲覧画面 

タブの切り替えにより各種 

データの閲覧が可能 
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巡視する施設や撮影するポイントが細かく決められて

いるため，選択した巡視ルート毎に巡視ルートを案内し，

撮影ポイントに到着したら，撮影すべき写真のサンプル

が表示される（図-4）機能を取り入れた．なお，全ての

撮影ポイントを完了せずに移動しようとすると，警告文

により未撮影箇所のポイントが表示される． 

b） 施設異常登録機能 

巡視中に施設損傷や不法投棄等の不法行為があれば，

その状況写真を撮影して異常を登録することとなる（図

-5）．異常の写真撮影時にタブレットに内蔵のGPSから

位置情報を取得して，その異常の発生場所として自動で

登録される．さらに，現場での入力作業軽減のため，異

常内容以外の施設名等についてはプルダウンリストから

の選択を基本とし，選択肢の多い施設名称については，

一文字目の入力で候補施設を絞り込める機能を取り入れ

た． 

c） 帳票出力 

車両巡視結果については，速報版としてのチェックリ

ストと月報を出力することができるようにした．チェッ

クリストには定点写真の撮影時間より各施設への到着時

刻が記入され，異常が確認された場合にはリスト下段に

場所，異常内容等が記入される．月報については1ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分の異常情報がとりまとめられ，これまでと同様の帳票

（表-1，図-2）が作成される．どちらの資料も巡視中に

入力した情報を元に作成され，従前のような巡視後にデ

ジタルカメラのデータと野帳を元に整理する必要はなく，

整理に要する時間が大幅に軽減できるようになる． 

 

(2) 徒歩巡視 

a） 施設異常登録機能 

徒歩巡視は車両巡視で確認できない詳細な巡視を2回/

年（出水期前，出水期後），徒歩により実施する巡視で

ある．車両巡視では異常の確認は0～2件/日程度である

が，徒歩巡視は新規異常と過去に確認された，経過観察

等の未対応異常の更新を合わせると200件/日程度となる

地区もあり，新規情報なのか更新情報なのかの判断が必

要となる．今回のシステムでは巡視中の地区の未対応異

常一覧が常時確認できるほか，新規異常の写真撮影時に

取得した位置情報より現場付近にて過去に確認されてい

る未対応異常をリストアップし，警告文が表示されるこ

とで，過去に確認された異常かどうか判断することがで

き（図-6），重複登録を防止することを可能とした． 

b） 要監視項目の設定 

巡視において確認されたクラックや段差等について，

直ちに補修するのではなく経過観察の判定をした場合，

クラック幅や深さ，段差の高さ等を要監視項目として設

定し，徒歩巡視にあわせて確認することができる．要監

視項目の測定時には過去の測定結果を確認できるため，

異常の進行状況を確認することができる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-5 異常内容入力画面 

図-4 定点撮影画面 

撮影ポイントの一覧 

 

サンプル写真（全景）

図-6 未対応異常の確認画面 

周辺に未対応異常がある場

合は、未対応異常確認画面

が表示される。 
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c） 帳票出力 

 徒歩巡視結果については各回の地区ごとに異常情報一

覧と写真帳が作成される．車両巡視と同じく，巡視後に

デジタルカメラのデータと野帳を元に整理する作業は発

生しない． 

 

(3) 巡視結果の閲覧（施設維持管理データベース） 

a） 地図検索 

確認された異常は，地図上に項目毎に異なるアイコン

で表示され，任意に指定した範囲に含まれる異常を一覧

表示することが可能で，個別に詳細を確認することがで

きる（図-7）．これまでは経過観察案件であっても過去

データとの関連付けがなかったため，過去の写真を探す

ために時間を要したが，詳細画面にて過去写真が確認で

き経過を容易に把握することができる．また，異常箇所

の位置情報を利用してGoogleマップを自動起動させ，ス

トリートビューにより周辺状況を確認することもできる． 

b） 項目検索 

巡視方法や巡視時期，施設名称等で検索することがで

きる．条件に合致した異常は地図検索と同様に詳細デー

タや周辺状況を確認することができる． 

c） 異常内容の編集 

確認された異常については，各出先管理所の担当職員

が現地確認等を行い，各自のパソコンから施設維持管理

データベースへ接続し，編集者用のパスワードにてログ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インした上で，補修完了，経過観察等の処置状況の入

力･編集や状況写真の追加登録をする．なお，編集者用

パスワードについては例えば，湖北管理所のパスワード

で編集できる内容は湖北管理所管内の異常のみとしてい

る． 

 

 

5.  導入効果 

 

 過去2年分（2016，2017年度）の巡視結果を施設維持

管理データベースへ登録し，2018年度より巡視支援シス

テムによる巡視を開始している．とりまとめ作業におい

ては自動化が図られており，特に徒歩巡視は巡視完了か

ら資料整理に時間を要していたが，現在は巡視完了とと

もに閲覧可能となり情報共有の迅速化が図られている．

資料整理に係る作業時間は従前の約1/10に短縮された．

また，従来は職員による直営巡視と外注による巡視結果

の共有や連携が無かったが，このシステムにより一元化

された． 

結果の閲覧については，検索機能や地図上への表示機

能により利便性が向上し，確認された異常を元に維持管

理工事での早期対応や次年度の実施範囲･内容の検討に

活用されており，システム導入前に比べ確実に巡視結果

の利用頻度が向上している．また，未対応異常のみの検

索も可能で処置を失念することもなくなった． 

 

 

6.  まとめ（巡視結果の利活用） 

  

異常データを一元管理し，様々な項目で検索できるよ

うになったことで，巡視結果の利用範囲が広がった． 

湖南管理所では不法投棄が多発する場所へ2017年1月

に監視カメラを設置し，成果を上げている．琵琶湖沿岸

に点在する全施設に監視カメラを設置することは困難で

あり，本システムにより巡視結果を十分に活用し最適な

場所の検討が可能と思われる． 

また，定期的に実施している水門・樋門等の詳細点検

において，施設の機能に影響をもたらすような重大なク

ラック等は確認されていないが，多くの施設でクラック

等が確認されている．適宜クラック補修工事を実施して

いるが，クラック補修箇所の補修効果の確認や未補修ク

ラックの経過観察による最適な補修計画立案のため，要

監視項目を設定し徒歩巡視に合わせて確認を実施してい

る． 

巡視支援システムは運用を開始して1年が経過したと

ころである．今後も新たな利用方法を検討し，最適な維

持管理に努めたい． 

 

図-7 異常発見箇所の地図表示 

詳細ボタンをクリックする

と写真が確認できる。 

指定した範囲に

含まれる異常が

一覧で表示され

る。 
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